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 市立堺病院後利用事業に関する基本協定の締結について 

 

市立堺病院後利用事業の事業者として、「医療法人 清恵会」が決定したことを確認

するとともに、現病院等の売買契約締結に向け、後利用事業が円滑に実施されることを

目的とし、下記のとおり基本協定の締結を行いますので、お知らせします。 

 

                    記 

 

１．日 時 

   平成２３年１２月２１日（水） 午前１１時３０分 

   

２．場 所 

堺市役所本館４階 市長応接室 

 

３．基本協定の締結者 

   堺市長 竹山 修身   

   医療法人 清恵会          

    理事長 佐野 記久子 

 

４．売買物件 

   病  院（土地 １４，０１８．６３㎡、建物 ４３，０３８．２６㎡） 

   永代宿舎（土地   １，２０６．３７㎡、建物  １，７５５．３４㎡） 

 

５．売買価格   

   ３３億円 

 

６．協定の主な内容 

（１）市立堺病院の引き渡し時期は、平成２７年５月までを目処とする。 

（２） 施設等の引継ぎに向けた協議を円滑に進めるため、双方に担当窓口を設置する。 

（３）売買契約の締結時期は、平成２４年中とする。 

（４）市立堺病院が地方独立行政法人に移行した後、地方独立行政法人 堺市立病院機 

構が地位を承継する。 

問い合わせ先 

担当課 市立堺病院事務局 新病院建設室 

担当者 米村、廣野 

直 通 ０７２－２２１－８７００ 

ＦＡＸ ０７２－２２１－０９００ 


